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主な改正内容

１ 基本理念の追加
•自殺対策は、情報通信技術、ＡＩ等を適切に活用しながら実施するとともに、インターネッ
ト等で流通する自殺に関する情報が及ぼす影響に対して適切な配慮を促す。

•こどもに係る自殺対策は、社会全体で取り組む。

２ こどもの自殺対策についての国の責務、学校の責務の追加
•こどもの自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣は、関係機関と緊
密に連携して施策を推進する。

•学校は、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努める。

３ 基本施策の拡充
•学校は、生徒の心の健康の保持のための健康診断、精神保健に関する知識の向上に努める。
•国及び地方公共団体は、自殺未遂者等への継続的な支援を行うために必要な施策を講じる。
•自殺者の親族等への支援に関しては、その生活上の不安等の緩和の観点からも行う。

４ こどもの自殺対策についての協議会の設置
•地方公共団体は、自殺発生回避や自殺未遂者等の支援のため、学校や医療機関、民間の団体
等で構成する協議会を設置することができる。
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